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第３期中期目標・中期計画とともに 

大阪大学では、執行部と部局等の連携のもと、第３期中期目標・中期計画

の策定を進めてきましたが、平成 28年３月 31日付でそれらについて文部科

学省から正式な認可を受けました。 

中期目標・中期計画は、ミッションの再定義や国立大学改革プランなどの

国から提起されている諸課題に対し本学がどのような取り組みを実施する

かを公に約するものでもありますが、また同時に本学の特色や将来ビジョン

を社会に対して積極的にアピールするツールでもあります。 

大阪大学の第３期中期目標・中期計画においては、「OUビジョン 2021」で

示された理念を踏まえつつ、前文で以下のような基本的な目標を提示し、さ

らにこれらの目標を具体化するものとして、「教育」、「研究」、「社会連携・社

会貢献」、「グローバル化」、「業務運営」の５項目のもとにそれぞれ実施する

計画を記載しています。 

○大阪大学は、その源流である懐徳堂と適塾の精神を継承し、世界に開か

れた大学、世界に貢献する大学となることを志す。

○多様な知の協奏と共創によって、学問の真髄を極める高いレベルの教育

研究を追及する。

○新たな学術領域の創成、専門分野を超えた知の統合学修を通じて地球規

模の社会問題を解決し、人間性豊かな社会の創造に大きく貢献する人材

を輩出する。

 

本リーフレットは、第３期中期目標・中期計画と平成 30 年度の年度計画

を、教職員の皆様が参照しやすいように一覧化したものです。 

皆様には、本リーフレットを「OU ビジョン 2021」とともに手元におき、

また関係部局の中期計画と年度計画なども参照しつつ、日常の教育研究や社

学連携の活動あるいは大学の種々の業務が本学のビジョンや中期目標・中期

計画の実現にどのように関わっているのかを常に確認するためにご活用い

ただければと存じます。 

計画評価担当理事 

三成 賢次 

【参考】 

「中期目標」：各国立大学法人の基本理念や長期的な目標を実現するために当面の６年
間で各法人が達成しようとする目標を定めるもので、国立大学法人の意
見に基づき文部科学大臣によって定められます。 

「中期計画」：中期目標に定める内容を達成するための具体的な計画です。これは中期
目標の達成状況を把握する際に用いられる具体的な要素でもあり、国立
大学法人が作成して文部科学大臣の認可を受けるものです。 

「年度計画」：中期計画について年度ごとにどのように遂行していくかを定めたものを
いいます。 

第３期中期目標・中期計画とともに
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高度な専門知識と豊か

な教養、高いデザイン力を
有し、社会を牽引する「知」
を備えた人材を育成。

 新たな学位プログラムの
構築、高度汎用力教育
プログラム等の実施

 教育の質保証と国際標
準化（シラバスの実質化、
科目番号制の導入等）

 学事暦の改革によるグ
ローバルな教育交流の
強化

 新たな総合入試制度を
平成29年度から導入し、
入学定員の約10％を受
け入れ

イノベーションの推進や心豊

かで平和な社会の実現のため、
学内の多様性を強みとした異分
野融合による新たな学術領域
の創造と学術研究の推進により、
学問の真髄を究める基礎・基盤
研究を振興。

国際共同研究推進プログラムをは
じめとする様々な制度を活用した
国際ジョイントラボ等を増加（平成
33年度末までに80件）

異分野融合を含めた学術領域を
創成するための母体となる組織の
設置（平成33年度末までに10領域
程度）

優れた業績を誇る研究者の招へい
（評価連動型年俸制、クロス・アポ
イントメント制度等の活用）

若手研究者の支援（若手研究者キ
ャリアアップ支援プログラムやチャ
レンジ支援プログラム等）

徹底した「国際化」

を全学的に断行すること
で国際通用性を高め、多
様な知の協奏と共創を具
現化する世界展開力を強
化。

 学生の海外派遣増加、
留学生の受入増加

（平成33年度までに派
遣８％、受入15％）

 大学間学術交流協定
の増加
（平成32年度末まで
に120件）

 外国人教員の増加
（平成33年度末まで
に400名程度）

総長のリーダーシ

ップのもと、機動
的・弾力的な組織運
営を行い、構成員の
合意形成と透明性の
確保を旨とする経営
戦略に基づくガバナ
ンスを構築。

 大学の強みや特色を
生かした機動的なガ
バナンス体制を構築

 学内資源の戦略的な
配分

 若手研究者の支援
（平成33年度末まで
に、若手教員の割合
を30%程度に増加）

■第３期中期目標・中期計画の主要事項

社会ニーズを先取り

したオープンイノベーシ
ョンを創出すべく、産学
官の戦略的かつ包括的な
連携を強化・推進し、本
学の研究成果を国内外に
広く還元。

 協働研究所や共同研
究講座等の阪大方式
の産学連携制度を深
化（平成33年度末ま
でに新規テーマに取
り組む講座・研究所
を40以上設立）

 研究者の研究成果公
開などの活動（アウ
トリーチ活動）の推
進

第３期中期目標・中期計画の概要
-第３期中期目標（平成28年３月１日付け（文部科学大臣提示）、平成30年３月26日付け（文部科学大臣変更提示））-
-第３期中期計画（平成28年３月31日付け（文部科学大臣認可）、平成30年３月30日付け（文部科学大臣変更認可） ）-

教育 研究 社会貢献・社会連携 グローバル化 業務運営

○ 大阪大学は、その源流である懐徳堂と適塾の精神を継承し、世界に開かれた大学、世界に貢献する大学となることを志す。

○ 多様な知の協奏と共創によって、学問の真髄を極める高いレベルの教育研究を追求する。

○ 新たな学術領域の創成、専門分野を超えた知の統合学修を通じて地球規模の社会問題を解決し、人間性豊かな社会の創

造に大きく貢献する人材を輩出する。

中期目標
の 前 文

参 考
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第３期中期目標・中期計画・年度計画（平成 30 年度） 

中期目標 

（平成 28年３月１日 文部科学大臣提示） 

（平成 30 年３月 26日 文部科学大臣変更提示） 

中期計画 

（平成 28年３月 31日 文部科学大臣認可） 

（平成 30年３月 30日 文部科学大臣変更認可） 

年度計画（平成 30年度） 

（平成 30年３月 30日 文部科学大臣届出） 

（前文）大学の基本的な目標 

世界には、民族、宗教、言語、制度、習慣

などの多様性が存在する。この多様性は、革

新的なイノベーションの創出や心豊かな人類

社会の営みにとって不可欠である一方で、時

として、グローバル社会の健全な発展にとっ

ての障壁にもなりうる。21世紀の人類は、こ

うした様々な要因が複雑に絡み合って噴出す

る社会的問題を解決するとともに、最先端の

科学や技術開発がもたらす恩恵等を通して、

人間性豊かな社会を構築しなければならな

い。そして、それを成し遂げるためには、学

問の府である大学が、学問を介して多様な知

の協奏と共創の場になることが必須である。

未来を切り拓く原動力はここから生まれる。 

こうした背景を踏まえ、大阪大学は、その

源流である懐徳堂と適塾の精神を継承し、大

阪・関西の地から世界に開かれ、世界に貢献

する大学として、世界各地より集まる優れた

頭脳と才能が互いに切磋琢磨し、その潜在力

を最大限に引き出しうる充実した教育研究環

境を提供する。新たに構築する教育研究プラ

ットホームでは、異分野融合による新学術領

域の創成や専門分野を超えた能動的な知の統
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合学修を通じて、様々な要因が複雑に絡み合

っている地球規模の社会的問題を独創的なア

プローチで解決するとともに、最先端の科学

や技術の発展を推進し、人間性豊かな社会の

創造に大きく貢献する人材を輩出する。その

結果として、グローバル社会の期待に応える

世界屈指の研究型総合大学への進化を目指

す。 

大阪大学は、学問の真髄を極める高いレベ

ルの教育研究を追求するとともに、学問を介

して、知識、技能、経験、立場などの多様性

を有する人々の相互理解と協働によるコラボ

レーティブ・イノベーションを推進する。ま

た、「地域に生き世界に伸びる」をモットーと

する本学は、国立大学法人としての社会的な

責任を自覚し、さらに大阪の市民の力によっ

て生まれた創建の経緯を踏まえつつ、国内外

の市民や行政、経済、産業界などの幅広いパ

ートナーと手を携え、社会とともに歩む大学

でありたい。さらに本学は、持続的に発展し

活力ある社会を創出するための変革を担う人

材の育成や新たな価値の創成といった、グロ

ーバル社会が求める負託に応えていくもので

ある。 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 

１ 中期目標の期間 

平成 28 年４月１日から平成 34 年３月 31

日までの６年間とする。 

２ 教育研究組織 
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この中期目標を達成するため、別表１に記

載する学部及び研究科を、別表２に記載する

共同利用・共同研究拠点及び教育関係共同利

用拠点を置く。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する 

目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する 

目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

１．コラボレーティブ・イノベーションを推

進するため、学問の真髄を極める能力であ

る高度な専門知識と豊かな教養、高いデザ

イン力を有し、社会を牽引することができ

る「知」を備えた人材を育成する。 

１－１．高度な専門知識を身に付けさせるた

め、新たな科目の企画と提供科目等の見直

しを通じて、学位プログラムに基づく社会

の要請も踏まえた体系的なカリキュラム

に全学的に刷新し、新たに平成 29 年度か

ら順次提供し、平成 33 年度までに完成さ

せる。 

１－１－１．各部局は３ポリシーについて、各ポ

リシー間の整合性を検証し、必要な見直しを行

う。３ポリシー及び新カリキュラムに係るガイ

ドラインに従い、各部局は新教育モデルに対応

したカリキュラムと移行計画を策定する。  

１－２．学部・大学院において専門分野横断

的な学修を通じて、豊かな教養を身に付け

させるため、社会人として求められる知性

を養う高度教養教育プログラム等を開発

し、全学的に提供する。 

１－２－１．全学教育推進機構等と各部局は、新

教育モデルに対応したカリキュラムと移行計

画を策定するとともに、新しい時間割のもとで

学士課程の教養教育プログラムについて、平成

31年度実施への準備を進める。  

１－２－２．新たに教育オフィスのもとに設置す

る高度教養教育運営検討委員会（仮称）は、CO

デザインセンター、全学教育推進機構及び各部

局と協力して、大学院課程の高度教養教育プロ

グラムについて、平成 31 年度実施への準備を

進める。 
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１－３．これまで本学が推進してきた異分野

融合による知の統合をさらに強化するた

め、平成 29 年度に新たな教育研究組織を

創設する。社会の課題解決の道を見つける

デザイン力を身に付けさせるため、知と社

会の統合を推進する高度汎用力（課題発見

能力、課題解決能力、社会実践能力）を養

う「高度汎用力教育プログラム」（仮称）

の導入を平成 29年度から開始し、21世紀

の教養教育の在り方を提示する本学独自

の科目を平成 33 年度末までに 20 科目開

発する。また、複眼的視野と学際的・俯瞰

的な視点を獲得するプログラムである副

専攻プログラム、高度副プログラム、マル

チリンガル・エキスパート養成プログラム

等を開発・整備する。 

（戦略性が高く意欲的な計画） 

１－３－１．マルチリンガル・エキスパート養成

プログラムの拡充に努め、学部プログラムに

「スペイン語・スペイン文化学プログラム」を

新設して合計 7プログラムを実施し、大学院プ

ログラムにおいては、「人文学（グローバル・

アジア・スタディーズ）」「人文学（グローバル・

ユーロ・スタディーズ）」「人間科学（共生の生

態）」「法学・政治学」「経済学・経営学」「国際

公共政策学」「言語文化学」の７プログラムを

新設する。また、アカデミック・イングリッシ

ュ・サポート・デスクについては、さらなる広

報と実施時期や時間、場所の割当の工夫等を継

続するとともに、アンケート等を行い、マルチ

リンガル教育センターと連携して、さらなる利

用者数の増加と利用環境の充実に向けた取組

を行う。  

１－３－２．新たに教育オフィスのもとに設置す

る高度教養教育運営検討委員会（仮称）は、CO

デザインセンター、全学教育推進機構及び各部

局と協力して、大学院横断教育の展開を図ると

ともに、高度教養教育の平成 31 年度からの本

格的実施に向けて準備する。CO デザインセン

ターにおいては、学内各部局の協力により高度

汎用力教育プログラムの開発を継続する。さら

に産官民とのネットワークを強化し、カリキュ

ラムの開発を始める。 

１－４．言語、文化、慣習を理解し、他者と

協働するコミュニケーション力を身に付

けさせるため、言語教育、海外派遣プログ

ラム等を実施する。また、平成 33 年度ま

１－４－１．マルチリンガル教育センターと各部

局は、連携して新教育モデルにおける、英語教

育の高度化と学部低学年から高年次、大学院ま

で連続する国際性涵養教育の具体的な実施に
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でに、２年次生の共通教育終了時において

TOEFL（ITP）スコア 550点相当以上の者が

８％となることを目指す。 

ついて平成 31年度実施への準備を進める。  

１－４－２．国際教育交流センター及び国際部

は、引き続き各部局と協力して短期留学プログ

ラムや短期招へいプログラムを提供する。特

に、短期招へいプログラムについては、新たな

学生交流協定を締結した大学の学生を対象と

したサマープログラム及びインターンシップ

を盛り込んだプログラムを開設する。 

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

２．学問を介した多様な知の協奏と共創を実

現するための教育研究拠点として教育の質

向上を恒常的に行う体制を整え、教育成果

を有効にあげられる組織の構築と教育力の

強化に取り組むとともに、グローバルな教

育交流の実現に向けた教育体制の国際標準

化を進める。 

２－１．学修イノベーション機構（仮称）を

中心とした教育の内部質保証を進めるた

めの全学的な体制を強化するとともに、グ

ローバル化推進機構（仮称）を中心にグロ

ーバル化プログラム（海外派遣、インター

ン等）を企画・実施する体制を整備する。 

２－１－１. 教育オフィスに組織されたカリキ

ュラム改革のためのワーキンググループが、新

教育モデルにおける国際性涵養教育の実施体

制を確認するとともに、さらなる教育の質向

上、グローバル化の推進を目的とした検討を行

う。国際教育交流センター及び国際部は、引き

続き、海外派遣等を企画・実施する体制を整備

する。 

２－２．教育資源を有効に活用して教育効果

を高め、グローバルな教育交流を強化する

ため、学事暦の改革を行ない、学位プログ

ラムに沿って授業科目の配置等を見直す

ことにより、留学生受入や海外派遣といっ

た相互交流（サマープログラム等）を強化

する。 

２－２－１．各部局は、国際教育交流センター及

び国際部との協力のもと、新学事暦を活用し

た、留学生受入及び海外派遣のための多様な短

期プログラム（サマープログラム等）を計画し、

受入・派遣枠の拡大を進める。  

２－３．教育の質保証と国際標準化を進める

ため、自主的学修を促進するシラバスの活

用、GPA、単位制度の厳格な運用、科目番

号制（ナンバリング）の導入等に取り組む

とともに、授業アンケートにより恒常的に

２－３－１．各部局は、平成 31 年度からの新カ

リキュラム提供に向けて、現行カリキュラムで

の成績評価、単位制度の総括を行い、それを基

に教育の質保証体制の強化のための準備を行

う。  
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成果を検証し、改善する。 ２－３－２．各部局は、学生の体系的な履修計画

を可能とするため、新カリキュラムにおける授

業科目のナンバリングを通じて、カリキュラム

の体系性、順序性の確認を行う。  

２－４．PDCA サイクルに基づく教育の質向

上を行うため、アセスメントプランを策定

し、学生の意見や学修状況、学修成果の状

況、卒業後の状況に関するデータを把握

し、恒常的に教育改革の達成度の検証及び

改善を行う。 

２－４－１．教育課程委員会のもとに設置された

教育の内部質保証専門部会を中心に、部局が独

自に実施している各種アンケートと全学的に

実施している各種アンケートの調整を行い、学

生及び部局の負担をできるだけ軽減できるよ

う効率化を図り、アセスメントプランに沿った

到達度評価実施体制を整備し、アセスメントを

順次実施する。  

２－４－２．教育オフィスのもと、アセスメント

プランに沿った学生アンケート、卒業生及び企

業アンケートを実施する。  

２－５．学生の主体的な学修を促すため、ア

クティブラーニングをはじめとした効果

的な教育方法を開発するとともに、国際通

用性を備えた教育活動を担う教員の教育

力向上に係るファカルティ・ディベロップ

メント（FD）を通して、その成果を学内で

普及・発展させる。 

２－５－１．少人数アクティブラーニング型導入

科目「学問への扉（マチカネゼミ）」の平成 31

年度からの実施に向けて、教育方法を開発する

とともに、担当教員 FDを実施する。  

２－５－２．年度を通して様々な FD プログラム

（一般教員に対するものや平成 29 年度後期か

ら必須化した「新任教員研修制度」に基づくも

の）の提供を行う。各部局は、部局 FD を実施

し、全学教育推進機構は、各部局の求めに応じ

て、部局のニーズを反映した FD の実施に協力

する。  

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

３．学生の生活・学修・キャリア形成を支援 ３－１．優秀な学生に安定的な学修環境を提 ３－１－１．TA 制度を再編し、TA 制度、新たに
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する取組を充実させ、安心して意欲的な学

修に取り組むことができる環境を整備す

る。 

供するため、奨学金、授業料等減免、ティ

ーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・

アシスタント（RA）制度等を活用し、学生

に対する経済的支援を充実させる。 

導入したティーチング・フェロー（TF）制度の

適正かつ円滑な運用を進め、TF 制度について

は、引き続き教員・TF双方からの報告書をもと

に、部局教務委員会と教育オフィスで適切な運

用と改善に向けて検討する。  

３－１－２．各部局は、各種奨学金情報の収集及

び学生への提供を継続し、表彰制度等により学

生支援の充実を図る。また、大学院生への授業

料等減免などの拡充を全学で検討する。 

３－２．学生の学修を支援するため、Eラー

ニングシステムをはじめとした情報通信

技術を活かした教育環境を整備する。 

３－２－１． サイバーメディアセンターは、全

学教育推進機構及びマルチリンガル教育セン

ターを支援して、情報通信技術を用いた教育環

境の整備と、全学授業支援システム、講義自動

収録配信システム、授業応答システム等の全学

運用を行う。全学教育推進機構は、これらのシ

ステムの利用者支援を行い、e-ラーニングを推

進する。 

３－２－２．教育オフィスは、e−ラーニングを推

進する目的で学生持ち込み IT 端末の必携化プ

ランの策定について検討する。各部局は、教材

の電子化、遠隔講義の活用等を行うとともに、

サイバーメディアセンターの協力を得て、全学

的なオンライン教材作成支援環境の整備を引

き続き検討し、教科数の増加を目指す。 

３－３．学生の主体的活動を支援するため、

学内のプログラムである「学部学生による

３－３－１．平成 29 年度に実施した学生調査で

の学生のニーズに基づき、学習サポート制度を
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自主研究奨励事業」等により、課外研究・

課外活動を奨励するとともに、課外活動施

設、ラーニングコモンズ等を整備・活用す

る。 

促進する。また、自習室やコミュニケーション

スペース等の有効利用を促進するとともに、学

習サポート体制に関する課題を検討する。 

３－３－２．平成 29 年度に実施した学生調査で

の学生のニーズに基づき、自主的な課外研究・

課外活動を奨励する体制を強化する。また、コ

モンズ等での自主学習の促進のため広報を充

実させるとともに、学習サポート体制に関する

課題を検討する。 

３－４．全ての学生が充実したキャンパスラ

イフを送れるようにするため、キャンパス

ライフ支援センターが各部局に対して、学

修上の困難や障害のある学生の修学支援

のためのコンサルテーションを行うなど、

キャンパスライフ支援センターと各部局

が連携した修学支援体制を強化する。 

３－４－１． キャンパスライフ健康支援センタ

ーを中心に、カウンセリング体制の充実を図る

とともに、学生が相談しやすく分かりやすい包

括的学生支援体制を強化し、全学的な相談支援

体制の整備に取り組む。 

３－５．学生のキャリア形成意識を高め、就

職活動を支援するため、キャンパスライフ

支援センターと各部局との連携とキャン

パスライフ支援センターの組織体制を強

化する。また、キャリア形成教育科目及び

キャリア支援の改善・拡充を行う。 

３－５－１．平成 29 年 12月に整備したキャリア

センター（キャリア教育部門）で、キャリア形

成教育科目の体系化に着手し、キャリア教育ポ

リシーを策定する。また、キャリアセンターは、

学内におけるインターンシップの種類を概念

的に整理し、 教育効果を高める方策を検討す

る。 

３－５－２．キャリアセンターを中心に、キャリ

ア支援における学内連携を強化する。また、キ

ャリアセンターは、学内合同企業説明会の収入

を財源として、ウェブサイト等による活動内容

の積極的な情報発信を行う。 
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（４）入学者選抜の改善に関する目標 （４）入学者選抜の改善に関する目標を達成するための措置 

４．多様な能力や経歴を持つ、志の高い優秀

な人材を国内外から選抜するため、入試方

法の多様化と多面的・総合的入試のための

体制整備に取り組む。 

４－１．アドミッションポリシーに基づき、

従来の入試選抜方法に加え、国際バカロレ

ア、TOEFL等の外部試験・資格、能動的・

主体的に取り組んだ活動経験、面接又は口

頭試問の結果等、多様な観点を取り入れた

独自の総合入試制度を平成 29 年度から導

入し、入学定員の約 10％（約 300 人）を

受け入れることを目指す。また、国全体の

入試制度の変更を見据えて、多面的・総合

的入試を確実に実施するための学内体制

を整備する。 

４－１－１．高等教育・入試研究開発センターは、

平成 28 年度から実施している「AO・推薦入試

（世界適塾入試）」の結果を分析し、各部局と

協力して多面的・総合的選抜の改善のための調

査研究を行うとともに、平成 32 年度以降の新

入試制度に向けて、 一般選抜も含めた選抜方

法の検討を行う。 

４－２．グローバルアドミッションズオフィ

スを中心として、新たな私費外国人留学生

入試（海外で入試選抜試験を実施した上

で、入学前に本学で日本語予備教育を行う

等）等、多様な入試選抜方法によって、留

学生を増加させ、平成 33 年度末までに全

学生の 15％程度の留学生を受け入れる。 

４－２－１．平成 29 年度に改善を図った海外在

住私費留学生特別入試を継続して実施するこ

とで、優秀な留学生の確保を図る。また、本入

試による入学者の入学後の学修成績について

追跡調査を行い、本入試の費用対効果や協定校

と協定校以外からの入学者の比較などを行い、

改善に向けた検討を行う。  

４－３．スーパーサイエンスハイスクール

(SSH)、スーパーグローバルハイスクール

(SGH)に採択された高校等と密接な連携を

とり、グローバル人材の育成を推進する。

また、生涯を通じた学修を促すため、公開

講座や学術講演会など、社会人が学べる環

境を充実させる。 

４－３－１．連携協定校との連携強化を推進し、

大学訪問、高校訪問などを増加させるととも

に、入試広報の改善策を検討する。また、スー

パーサイエンスハイスクール採択校、スーパー

グローバルハイスクール採択校との連携をさ

らに強化し、本学教員の指導を充実させる。さ

らに、探究学習の推進を図るため、高校教員を

対象とした指導法セミナーの実施と、これまで

の成果を検証する。 
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４－３－２．大阪府教育委員会と連携し、高校教

員の再教育に関するプログラムを引き続き実施

する。また、公開講座、学術講演会により、社会

人リカレント教育の充実を図る。 

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する 

目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

５．社会変革をもたらすイノベーションの推

進や心豊かで平和な社会の実現のため、学

内の多様性を強みとした異分野融合による

新たな学術領域の創造、学術研究の推進に

より、学問の真髄を極める基礎・基盤研究

を振興する。 

５－１．学問の真髄を極める基礎・基盤研究

を推進するため、研究分野ごとの研究力の

状況を把握するための指標の収集、分析に

係る新たな評価システムを整備し、研究マ

ネジメント人材を確保・活用しつつ、強み

を有する研究分野を把握する。 

５－１－１．研究力評価のためのデータベースを

構築し、研究マネジメント人材を確保・活用し

つつ研究分野ごとの評価システムの妥当性を

検証し、必要に応じて改定を行う。 

５－２．萌芽期にある若手研究者の研究支援

を積極的に行うため、本学独自の支援プロ

グラムである若手研究者キャリアアップ

支援プログラムやチャレンジ支援プログ

ラム等を発展させる。 

５－２－１．若手研究者の研究活動支援のため、

科研費における独立基盤形成支援を活用し、本

学の自主財源と合わせて若手研究者の研究環

境整備を支援する。また、若手研究者向けの各

研究分野に特化した研究計画調書の作成セミ

ナー等を実施するとともに、より効果的な方策

を検討する。 

５－３．本学の強みである分野横断型の新領

域研究を創成するためのインキュベーシ

ョンとして、異分野複合領域を含めた世界

屈指の学術領域を創成するための母体と

なる組織を平成 33 年度末までに 10 領域

程度設置する。（戦略性が高く意欲的な計

画） 

５－３－１． データビリティフロンティア機構

において、データ駆動型研究を医療分野、スポ

ーツ医科学分野、言語文化分野等、学内の様々

な分野に導入し、先導的学際研究をより一層推

進する。また、新学術領域を創成する組織とし

て設置した「先導的学際研究機構」に学内の幅

広い分野から新たな学際融合研究を目指す研

究領域を選定し、環境・エネルギー研究等の新
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たな部門等を創設する。 

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

６．多様な知の協奏と共創を実現することを

目的とした世界屈指の研究型総合大学への

進化を可能とするグローバルかつ闊達な研

究環境を整備する。 

６－１．優秀な人材を確保し闊達な研究環境

を実現するため、評価連動型年俸制やクロ

ス・アポイントメント制度等を活用し、優

れた業績を有する研究者の招へいを進め

る。 

６－１－１．国際共同研究促進プログラム（短期

人件費支援）による支援を拡大することによ

り、クロス・アポイントメント制度等の活用に

よる、優れた業績を有する研究者の招へいをさ

らに推進する。 

６－２．質の高い国際共同研究を推進するた

め、国際共同研究促進プログラムをはじめ

とする様々な制度を活用し、国際ジョイン

トラボ等を平成 33 年度末までに 80 程度

形成する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

６－２－１．「国際共同研究促進プログラム」に

新たな支援形態を設けたことにより、平成 29

年度中に国際ジョイントラボは 57 拠点となっ

た。平成 33年度末の目標 80拠点達成のため、

同プログラムを継続して実施し、新たに 16 件

程度採択のうえ支援を行い、国際ジョイントラ

ボ等の形成をさらに推進する。また、招へいし

た外国人研究員を雇用できるようプログラム

の改善を行う。 

６－３．異分野の若手研究者との共同研究を

支援する学内プログラム等を活用し、本学

がイニシアティブを取り得る領域を先導

する優れた研究者を支援する。 

６－３－１． 分野横断的、学際・融合的な研究

の仕組みつくり及び研究力強化に向けた取組

みとして、若手研究者を中心とした構想等を支

援する「知の共創プログラム」を引き続き実施

し、学内共同研究を支援する。 

７．附置研究所・センター等における共同利

用・共同研究を通じて大学の研究力向上に

寄与するとともに、附置研究所・センター

等の機能を強化する。 

７－１．大学の研究力の増大、研究機能向上

に寄与するため、共同利用・共同研究拠点

を介した共同利用・共同研究を実施すると

ともに、これらの活動を通じた人材育成に

取り組む。 

７－１－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学

内共同教育研究施設は、学内及び学外との共同

利用・共同研究を実施し、これらの活動を通じ

て、大学院生や研究者を育成する。  

７－２．我が国の学術研究の裾野を広げ、水

準を高めるため、共同利用・共同研究拠点

７－２－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学

内共同教育研究施設を介して、海外の研究機
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を介した学術研究の進展や新分野創成等

に取り組む。 

関・研究者等との共同利用・共同研究、新分野

創成等に向けた共同利用・共同研究を実施す

る。 

７－３．共同利用・共同研究拠点の機能強化

及び国際的な研究環境の整備等を進める

ため、研究所・センター間の連携に向けた

施策（共同利用・共同研究の公募等）の促

進、人材育成・人材交流のための施策（滞

在型研究員、客員教員、招へい教員等の受

け入れ）などに取り組む。 

７－３－１．共同利用・共同研究の各拠点及び学

内共同教育研究施設は、共同利用・共同研究拠

点の機能強化及び国際的な研究環境の整備等

を進めるため、他拠点等との協定の締結、他拠

点等との合同での共同研究・共同利用の公募、

シンポジウムの開催等、拠点間連携、人材交流

等のための施策を実施する。 

３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会連携や社会貢献に関する目標 （１）社会連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

８．社会ニーズを先取りしたオープンイノベ

ーションを創出すべく、産学官の戦略的か

つ包括的な連携を強化・推進し、本学の研

究成果を国内外に広く還元することで、グ

ローバル社会が求める責務に応える。 

８－１．産学官連携組織を通じて、個別企業

等との共同研究・受託研究と併せて地域の

経済団体等との多様な連携を推進する。ま

た、本学の海外拠点等と連携して国際的な

連携を推進する。 

８－１－１．地域経済団体等との連携を図り、技

術シーズの効果的な発信を行うことにより、個

別企業等との共同研究・受託研究を推進する。 

８－１－２．本学海外拠点等と連携して海外機関

の調査を行う。海外企業等に対して技術シーズ

を効果的に発信する機関との提携を試行する。

海外企業向けに技術シーズを育成する仕組み

を企画検討する。これにより、海外企業との共

同研究契約の推進を図る。 

８－２．学内及び学外の様々な組織と連携し

て大学の知的財産の創造・保護・活用を促

進する。 

８－２－１．学内外の組織と連携し、新事業及び

イノベーションの創出に向けた技術移転を推

進するとともに、海外への情報発信（25件）を

積極的に行い、グローバルな技術移転活動を展

開する。また、大阪大学保有の知的財産の状況

分析を踏まえて策定した新たな知的財産活用

方針に基づき、学内シーズの重点案件を、①社
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会インパクト案件、②ベンチャー案件、③イノ

ベーション共創案件、④リスクマネジメントを

要する案件にそれぞれ指定（計 30 件）し、海

外も含めた知的財産維持を行い、社会的・経済

的価値の高い技術移転を推進する。 

８－３．企業等との協働研究所や共同研究講

座等の阪大方式の産学連携制度を深化さ

せ、これらを利用して産学連携での人材育

成や挑戦的な研究に取り組む。共同研究講

座・協働研究所等については、平成 33 年

度末までに新規のテーマに取り組む講座・

研究所を 40 以上にすることなどにより、

共同研究費が 1000 万円以上の大型共同研

究を増加させ、新しい研究テーマの発掘や

オープンイノベーションの創出につなげ

る。（戦略性が高く意欲的な計画） 

８－３－１．産官学民共創イノベーションブリッ

ジ拠点構築に向けた取組を活かし、オープンイ

ノベーションによる協働研究所・共同研究講

座・協働ユニットの新設及び新たな大型共同研

究の推進、協働研究所・共同研究講座を通じた

実践型人材の育成を行う。  

９．大学知の循環を活発化させるため、大学

の知的資源を広く社会に発信し、社会との

連携・協働による社会貢献活動を行う。 

９－１．各種公開講座、サイエンスカフェ、

ワークショップその他の公開イベント等

により研究者の研究成果を発信するとと

もに、参加者アンケート等により、これら

の実施状況を検証して活動を活性化させ

る。このようにして、研究者の研究成果の

積極的な公開等、大学知と大学の人的資産

を広く社会に発信するアウトリーチ活動

をさらに強力に推進する。 

９－１－１．平成 29 年度に設置した共創機構社

学共創本部が中心となり、４組織（２１世紀懐

徳堂、総合学術博物館、適塾記念センター、ア

ーカイブズ）と連携・協働する基盤を構築し、

学外の機関とクラスターを形成することで、よ

り効果的な社学共創活動に取り組む。 

９－１－２．教職員に対して社会貢献活動への参

画を啓発し、アウトリーチ活動を支援すること

で社会との共創関係を構築する。 

９－２．自治体、企業、卒業生等と連携・協

働して、公開講座、セミナー、シンポジウ

ム等の催事を開催するなどにより、学術・

文化・教育その他の社会貢献活動を充実さ

９－２－１．大阪大学共創機構社学共創本部を中

心に、自治体等と共創し、文化芸術振興、生涯学

習推進、地域活性化等を推進する。 

９－２－２．学生の主体的な社学連携活動を支援
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せ、これらの活動を通じて知的資源の情報

発信を一層推進する。 

するため、企画内容への助言、広報的支援、関

連機関等との調整を行うとともに、大学の社学

連携活動に参画させる。 

９−３．関係機関との密接な協力のもと、医

学・心理学等の既存の学問領域を超えた

「子どものこころと脳発達学」に関わる新

たな研究領域を開拓し、教育現場における

諸課題の克服に資するよう、研究成果の社

会への還元や関係する普及啓発活動を進

める。 

９－３－１．医学・心理学等の既存の学問領域を

超えた「子どものこころと脳発達学」に関わる

新研究領域において、子どもの心の問題に関わ

る諸問題について、教育、福祉などの現場と連

携してその解明と対処法について検討し、成果

を広く発信する。 

（２）グローバル化に関する目標 （２）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

10．徹底した「国際化」を全学的に断行する

ことで国際通用性を高め、多様な知の協奏

と共創を具現化する世界展開力を強化す

る。 

10－１．スーパーグローバル大学創成支援事

業の目標達成に向け、グローバルな活動に

より高い専門性と国際的な視野を育成す

るため、平成 33 年度末までに全学生の

８％の学生を海外に派遣する。また、バッ

クグラウンドを異にする「知の交流」を促

進するため、平成 33 年度末までに全学生

の 15％の留学生を受け入れる。 

（戦略性が高く意欲的な計画） 

10－１－１．留学生受入増加及び派遣増加のため

の方策を、グローバル連携オフィス及び教育オ

フィスが協力し部局に働きかけ、短期受入プロ

グラムの充実や既存の派遣プログラムの単位

化を進めていく。新入生及び保護者に対し海外

留学を積極的に推奨するとともに、外部教育機

関による海外研修プログラム（４週間程度の英

語研修）を試行的に取り入れ、その効果を分析

し、次年度以降の計画に反映する。 

10－１－２．海外在住私費外国人留学生特別入試

において優秀な成績で入学した留学生に対し、

奨学金の支給または授業料免除による就学支

援を引き続き行い、実施状況の分析結果を、次

年度以降の計画に反映する。また、関西大学が

代表となって実施する留学生就職促進プログ

ラムに、コンソーシアム大学として協力し、留

学生の就職支援を行う。 
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10－２．スーパーグローバル大学創成支援事

業の目標達成に向け、学生・研究者の国際

交流を促進するため、海外の大学・研究機

関等との大学間学術交流協定の戦略的な

締結を進め、平成 32 年度末までに 120 件

に増加させる。また、グローバルキャンパ

スの一環と位置付ける海外拠点を体系的

に整備・拡充し、その活動を活発化させる。 

10－２－１．平成 29 年 11月末現在 124件の大学

間学術交流協定を締結しており、すでに平成

32 年度末までの締結目標数を達成しているこ

とから、今後はグローバル連携オフィスを中心

に既存の交流協定の交流状況に基づき、戦略的

パートナーシップを海外大学と結び（グローバ

ルナレッジパートナー）、教育研究等の各種交

流をさらに深化させるための連携を積極的に

進める。 

10－２－２．国際交流のさらなる促進のため、海

外拠点等を積極的に活用して、海外の大学等の

情報収集を行うとともに、本学における海外で

の活動を活発化させる。 

 平成 29 年度に引き続き、大阪大学 ASEAN キ

ャンパス設置のため、マヒドン大学（タイ）、

バンドン工科大学（インドネシア）、ベトナム

科学技術アカデミー及びブルネイ・ダルサラー

ム大学と折衝を行い、開校に向けて教育・研究

の環境を整える。 

 また、UC/UCEAP オフィスと連携した各種プ

ログラム等を実施し、受入学生数の増加並びに

学生の国際教育、海外留学への意識を向上させ

る。 

10－３．スーパーグローバル大学創成支援事

業の目標達成に向け、新規採用者等への年

俸制導入により平成 33年度末までに 1700

名程度の年俸制教員を採用するとともに、

クロス・アポイントメント制度等を活用

し、平成 33 年度末までに外国人教員数を

400名程度に増加させる。 

10－３－１．国際共同研究促進プログラム等を引

き続き利用し、クロス・アポイントメント制度

を積極的に活用するとともに、外国人教員雇用

支援事業及び国際公募手続支援により、外国人

教員のさらなる雇用を促進する。また、年俸制

教員の積極的な雇用等を促進させ、年俸制教員

を増加させる。 
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（３）産業競争力強化法の規定に基づく出資

等に関する目標 

（３）産業競争力強化法の規定に基づく出資等に関する目標を達成するための措置 

11．大学によるイノベーション活動の世界標

準化のため、産業競争力強化法に基づく認

定特定研究成果活用支援事業者に対して出

資並びに人的及び技術的援助等の業務を行

うことにより、大学における技術に関する

研究成果の事業化及び教育研究活動を活性

化させる。 

11－１．認定特定研究成果活用支援事業者の

株主として、プログラムのパフォーマンス

をみるため、学内に設置した出資事業戦略

委員会等に認定特定研究成果活用支援事

業者から報告させることにより、その運営

状況のモニタリングに取り組む。  

11－１－１．出資事業戦略委員会において、大阪

大学ベンチャーキャピタル株式会社から出資

事業の活動状況の報告を受け、年４回のモニタ

リングを実施する。 

11－２．大学における技術に関する研究成果

を事業化させるため、認定特定研究成果活

用支援事業者との連係体制の構築による

プレ・インキュベーションの支援、人的・

技術的支援、新たな社会的価値創出に結び

付く事業化のための助言並びに特定研究

成果活用事業者の事業に結び付く民間ベ

ンチャーキャピタル（VC）・技術移転機関

等との連携に目的積立金を活用し取り組

む。  

11－２－１．共創機構産学共創本部出資事業推進

部門において、目的積立金を活用して特許・論

文などの研究者データベースをもとに実用化

を目指す技術シーズを育成し、プレ・インキュ

ベーションの支援を年間 15 件以上行い、大学

発ベンチャーの創出を支援する。 

11－３．大学における教育研究活動を活性化

させるため、目的積立金を活用したアント

レプレナー教育の推進に取り組む。 

11－３－１．大学における教育研究活動活性化の

ために、大阪大学 Innovators’Club 等の活動

を通して、アントレプレナー育成プログラム参

加者数を年間 80名以上実施する。  

11－４．地域における経済活性化に貢献する

ため、認定特定研究成果活用支援事業者と

連携して、大学発ベンチャーの設立や地域

の企業、自治体との連携に取り組む。  

11－４－１．地域における経済活性化に貢献する

ために大阪大学のシーズを活用した大学発ベ

ンチャーと地方自治体及び産業界との連携の

ためのマッチングを年間８件以上実施する。 

（４）附属病院に関する目標 （４）附属病院に関する目標を達成するための措置 

12．先進医療開発病院、高度機能病院及び地 12－１．医学部附属病院及び歯学部附属病院 12－１－１．臨床研究及び新規医療技術のトラン
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域中核病院としての機能を向上させる。 の特質と機能を活かして、臨床研究・橋渡

し研究を推進するとともに、社会の要請に

応じた先進的医療を開発・導入する。 

スレーショナルリサーチの実践を推進すると

ともに、先進的医療の開発・導入を推進する。 

 臨床研究環境の整備や臨床研究の支援を強

化するための組織の設置に取り組む。 

12－２．高度機能病院・地域中核病院として

地域病院等との連携に取り組み、急性期医

療、がん治療、移植医療、再生医療等を推

進する。 

12－２－１．地域連携支援体制の充実に取り組む

とともに、高度機能病院として集学的がん診

療、臓器移植、造血幹細胞移植、再生医療等を

推進する。 

12－３．医療の質と安全性の向上を推進する

ため、医療安全・感染対策等に関わる取組・

体制を充実させる。 

12－３－１．医療安全の徹底及び職員教育とし

て、医療安全・感染対策等に関わる協議会等へ

の参加、講習会・研修会の開催や院内巡視等に

取り組む。 

13．教育・研修機関としての大学病院の使命

を果たす。 

13－１．良質な医療従事者を育成するため、

医療研修制度の検証・改善、専門医等の育

成に向けた教育、各種医療従事者に対する

生涯研修に取り組む。 

13－１－１．平成 30 年度より始まる新たな専門

医制度に対応した専門研修施設及びプログラ

ムの整備を引き続き実施する。また、医学部附

属病院で研修する専攻医の増加に対応できる

よう、医員枠の調整も併せて行う。 

 歯科医師臨床研修プログラムの検証・改訂に

取り組むとともに、歯科医師臨床研修問題ワー

キングチーム座長として、全国の国立大学にお

ける歯科医師臨床研修の実態の把握及び改善

に向けた作業に取組む。 

 専門医等の育成に向けた教育の実施、各種医

療従事者に対する研修の実施や学術セミナー

を開催する。また、基礎系及び臨床系の大学院

への進学も推奨していく。 

14．適切な運営基盤を構築し、大学病院の診

療の活性化を推進する。 

14－１．機能的で効率的な運営体制を確立

し、病院経営基盤を強化するとともに、患

者サービスの向上に取り組む。 

14－１－１．各診療科及び各部署を対象として病

院長によるヒアリングを実施し、現状の把握・

分析、問題点の抽出を行い、改善に向けた取組
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を推進するとともに、将来構想等の機能強化方

策に着手する。 

 附属病院収入の安定的な確保に向け、病院長

のリーダーシップのもと、病院長裁量経費等の

配分や適正な人員配置に取り組む。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 組織運営の改善に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

15．総長のリーダーシップのもと、機動的・

弾力的な組織運営を行い、学内外の意見を

適切に反映しつつ、大学が直面する諸課題

に迅速に対応する。その過程においては、

本学構成員の合意形成と透明性の確保を旨

とする経営戦略に基づくガバナンスを確立

する。 

15－１．総長のリーダーシップのもと、大学

の強みや特色を生かした機動的なガバナ

ンス体制を構築する。また、大学全体で取

り組むべき横断的な教育・研究を機動的に

マネジメントすることにより、総長のリー

ダーシップを発揮しやすい環境を整備す

る。これらの取組を通じて積極的な大学改

革と部局マネジメントを進める。 

15－１－１．総長のリーダーシップにより再構築

した経営システムの下、新たに設置した総括理

事が大学全体で取り組むべき横断的事項につ

いて調整を行うとともに、総括理事が室長とな

る大学経営推進室、教育研究共創室において、

中長期的な戦略の策定を検討する。 

また、総長の諮問事項を審議するために設置

した医歯薬系、理工情報系、人文社会系の３つ

の戦略会議において、各学問分野における改革

を検討する。 

さらに、引き続き IR を活用し、意思決定に

際して適切な情報にアクセスできる仕組みの

構築を進める。 

15－１－２．前年度に発生した管理運営上の諸課

題について、既に実施している対応策を着実に

進めるとともに、さらなる強化策を検討し、再

発防止に努める。 

15－２．大学の戦略に沿った重点施策を効果

的に推進するため、総長のリーダーシップ

のもと、予算・ポスト等の学内資源配分等

を戦略的に行う。 

15－２－１．将来構想「OU ビジョン 2021」の実

現の観点から、総長のリーダーシップのもとで

の重点的かつ戦略的な予算配分と戦略的・重点

的な留保ポストの配分を推進する。  
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15－３．優秀な人材を確保するため、評価連

動型年俸制、クロス・アポイントメント制

度等を推進するなど、人事・給与制度の柔

軟化に取り組む。 

15－３－１．評価連動型年俸制を引き続き推進す

るとともに、民間企業等にも適用を拡大したク

ロス・アポイントメント制度の実施状況を確認

し、さらなる人事・給与制度の柔軟化を検討す

る。  

15－４．内部統制を整備するため、迅速かつ

機動的な内部監査を行いつつ、監事及び会

計監査人との連携を強化しながら運用状

況の検証・評価に取り組み、適正な事務処

理の改善に反映させる。 

15－４－１．平成 30 年度業務監査及び会計監査

に係る監査計画(前年度監査の指摘事項等への

改善状況の事後確認を含む)を作成し実施す

る。また、実施に当たっては、監事、監査室、

会計監査人との三者会議にて監査結果を共有

する。平成 30 年度監査報告書を作成し、監査

結果の概要、及び前年度監査の指摘事項等への

改善状況を総長に報告する。 

16．大学の多様な活動を支えるため、多様な

人材の活用、教職員人事の活性化と人事制

度の柔軟な運用を推進する。 

16－１．個々の教育研究活動を活性化させる

ため、柔軟な人事制度及び公平性を確保し

た評価制度の下、公正かつ適切な処遇を行

う。 

16－１－１．教育研究等の実績に応じた新たなイ

ンセンティブ制度の実施状況を確認し、引き続

き教育研究活動の活性化を図るための公正な

教員評価制度の実施に向けた検討を行う。  

16－２．男女協働推進を加速させるため、構

成員の意識や働き方の改革を図るととも

に、育児室、短時間勤務制度など必要な環

境を整備する。また、ポジティブアクショ

ン等の実施により、女性教員の採用比率等

を向上させ、女性管理職の割合も 11％程

度に増加させる。さらに、産学官連携によ

る女性研究者循環型育成クラスターを平

成 31 年度に形成し、自然科学系女性研究

者の育成を強化する。 

16ー２－１．「大阪大学男女協働推進宣言」に基

づく「男女協働推進アクションプラン」（学修・

研究・就業と家庭生活の両立支援の強化、女子

学生・女性上位職拡大の加速化、ダイバーシテ

ィ環境の実現に向けた構成員の意識改革）を推

進するとともに実施状況の確認を行い、適宜、

施策の改善等を行う。また、文部科学省科学技

術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環

境実現イニシアティブ（牽引型）」により、産

学官共創の女性研究者循環型育成クラスター

の形成に向けた取組を実施する。 

16－３．40 歳未満の優秀な若手教員の活躍

の場を全学的に拡大し、教育研究を活性化

16ー３－１．大阪大学若手研究者育成ステーショ

ンにより、若手教員の雇用に関する計画に基づ
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するため、若手教員の雇用を促進し、退職

金に係る運営費交付金の積算対象となる

教員のうち、若手教員の割合を平成 33 年

度末に 30％程度に増加させる。 

き、テニュアトラック制の普及・定着を図ると

ともに、人件費、研究費等の経費支援を行う。 

 高等共創研究院において、数名の若手研究者

を採用する。  

16ー４．多様な人材の活用を一層進めるた

め、障害者雇用など社会が求める雇用の環

境整備に取り組む。 

16ー４－１．障がい者法定雇用率の達成（維持）

に努め、障がい者雇用に係る施策を維持・検証

しつつ、障がい者雇用や高年齢者雇用のための

新たな業務内容等について検討する。  

16－５．大学を支える優れた人材を育成する

ため、国内外の諸機関との人事交流を積極

的に行い、各種研修制度等により教職員の

能力を向上させる。 

16－５－１．教職員に対する研修、国内外の諸機

関との人事交流及び自己啓発休職制度等を引き

続き活用するとともに、キャリアパスに応じた人材

育成システム等についても検討を行う。  

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

17．教育研究力の活性化に向けた組織の在り

方を恒常的に見直し、効果的かつ未来志向

な組織整備を進める。 

17－１．総長のリーダーシップのもと、部局

や各組織の果たすべき役割や機能の必要

性を戦略的に判断し、教育研究組織の再編

成に取り組む。また、当該見直し・再編成

の効果を事後に検証するなど、組織の機能

の在り方を見直す仕組みを構築する。 

17－１－１．総長のリーダーシップのもと、大学

の機能強化の観点から教育研究組織の果たす

べき役割や機能を検証し、同組織の見直しを行

う。  

17－２．新たな教育研究組織を平成 29 年度

に設置し、本学の教育研究資源を戦略的に

発展・統合させ、異分野の統合や新学術領

域に関わる知の統合学修を、高次元かつ個

性豊かなプログラムを基盤としながら実

現する。 

17－２－１．COデザインセンターなどを中心に、

コミュニケーションデザイン・センターやグロ

ーバルコラボレーションセンターで行われた

教育を継続発展させるとともに、超域イノベー

ション博士課程プログラムで開発されたカリ

キュラムをより汎用性を持つものに改善し、国

際共創大学院プログラム推進機構（仮称）等で

のカリキュラム提供を視野に入れつつ、平成

31年度からの学内展開を目指し、準備を行う。 

また、国際共創大学院プログラム推進機構
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（仮称）における新たな学位プログラムの設置

等について検討を始める。 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

18．高度な教育研究をサポートする効率的・

効果的な事務体制の確立に向けた取組を進

める。 

18－１．効率的・効果的な事務体制を確立す

るため、新たなニーズや業務内容の変化に

応じて事務組織を整備するなど、事務組織

の機能や編成を見直し、事務改革に取り組

む。 

18－１－１．事務組織の機能や編成について、事

務組織改革ワーキンググループが取りまとめ

た「事務組織改革に関する第一次報告」を踏ま

え、引き続き効率性・効果性の観点から検討す

るとともに、可能なものから組織整備を進め

る。  

18－２．事務の効率化を進めるため、事務処

理方法を見直すことにより、事務手続きの

簡素化を進めるとともに、IT システムの

活用等に取り組む。 

18－２－１．事務簡素化・効率化について、事務

組織改革ワーキンググループが取りまとめた

「事務組織改革に関する第一次報告」を踏ま

え、引き続き検討するとともに、可能なものか

ら実行する。  

18－３．教育・研究のサポートを強化し、社

会の要請に適切に対応できるようにする

ため、各種研修制度等により事務職員の能

力を向上させ、柔軟で活力を持った事務体

制の構築に取り組む。 

18－３－１．これまでの TOEIC-IP 受験結果や英

語力強化に対する意識等の確認状況を踏まえ、

引き続き研修等を通じ英語力向上に資する取

組を行う。 

18－３－２．知的財産の専門研修等を引き続き実

施し、職務にかかる専門性の向上を図る。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入

の増加に関する目標 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

19．外部資金を獲得しつつ、大学独自の基金

制度により自己収入を増加させる。 

19－１．持続的・効果的な経営基盤を構築す

るため、大型研究費獲得支援、科研費相談

員制度等により、競争的資金、奨学寄附金

などの外部資金の獲得を促進するととも

に、附属病院収入の増収方策の推進等によ

19－１－１．競争的資金の獲得を促進するため、

科研費相談員制度、URAプロジェクトによる模

擬ヒアリング等の支援、科研費における若手研

究者の独立支援の仕組みを活用した方策を引

き続き実施するとともに、その効果を検証し、
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り、学生納付金や附属病院収入などの自己

収入を確保する。 

より効果的な方策を検討する。 

19－１－２．受験生を確保するため、全国各地で

大学説明会を実施し、本学の教育や研究内容等

について積極的に広報を行う。また、高等学校

単位での施設見学受入やガイダンスを行う。 

19－１－３．附属病院収入の安定的な確保の実現

に向け、適切な物的資源の配分や人的配置を行

う等、増収に向けた方策を引き続き実施する。 

19－２．卒業生、保護者、企業などへの募金

活動を強化することにより、本学独自の基

金「大阪大学未来基金」を拡大させる。 

19－２－１. 基金獲得のため、部局等事業・修学

支援事業・課外活動支援事業等多角的に事業を

展開し、また、渉外本部ファンドレイザーが直

接高額寄附者や同窓会に赴き、面談等を行うこ

とで、効果的な対面渉外活動を実施する。また、

渉外本部が有する同窓会組織データを活用し、

未来基金事業の活動報告や寄附依頼・イベント

の周知を行うなど、本学卒業生との継続関係性

の構築を強化し、基金獲得体制を整備する。ま

た、大阪大学創立 90 周年・大阪外国語大学創

立 100周年記念事業を推進し、引き続き基金を

獲得できる方策を検討する。 

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

20．健全な財務内容を維持するため、経費の

抑制とコストの削減を行う。 

20－１．業務の検証に基づく経費の合理的執

行の徹底、情報技術の積極的な活用の推

進、効率的な施設運営により管理的経費の

削減を行う。 

20－１－１．各種役務契約の見直し等により、経

費削減に繋がる改善策を引き続き推進する。 

20－１－２．エネルギーの実績データを利用し

て、各部局の使用状況を分析し、その結果を周

知することで省エネ意識を浸透させる。 

20－１－３．平成 28 年度に導入した旅費業務の

アウトソーシングの利用状況を分析のうえ、シ

ステムの利便性を高める改善を進め、そのこと
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を繰り返し学内に周知することにより利用を

促進し、さらに旅費に係る経費の削減に繋げ

る。 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

21．リスクに留意しながら資産と資金の有効

な運用を行う。 

21－１．資産の効率的・効果的な活用のため、

保有資産の現状を正確に把握・分析し、学

内の教育研究機器の全学共同利用化など

を実施する。 

21－１－１. 学内の研究設備・機器を把握するた

めに研究設備・機器データベース（取得価格５

００万円以上）を整備し、学内向けに公開する。

同データベースを活用しながら、共用可能な研

究設備・機器の拡充を進め、研究設備・機器の

共用化と有効活用をさらに推進する。 

21－２．資金の計画的な運用を行うため、今

後の資金需要や金利動向等を勘案しつつ、

長期・短期を組み合わせたきめ細かい資金

運用を実施する。 

21－２－１. 資金の計画的運用を行うため、前年

度にワーキンググループから改組した資金運

用検討委員会の検討を踏まえ、最適な運用に取

り組む。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報

の提供に関する目標 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

22．教育、研究、社会貢献及び管理運営に関

する大学の諸活動を点検・評価し、その結

果を組織運営の改善につなげる。 

22－１．大学と各部局は中期目標・中期計画

に沿った年度計画を策定した上で、計画の

達成状況を自己点検・評価する。また、学

外有識者等の多様な視点からの評価を受

けるために外部評価を実施する。 

22－１－１．各部局の諸活動に係る PDCA サイク

ルの活性化と大学の方向性に沿った各部局の

取組の確認を目的とした部局評価制度の運用

により、大学全体の教育研究活動のさらなる発

展に繋げる。 

また、計画評価オフィスは、部局等に意見照

会を行い、評価制度の改善に努める。  

さらに、学外有識者等による大学の外部評価

の実施について検討する。 

22－２．評価結果は、部局にフィードバック

するとともに、大学運営の改善に活用す

22－２－１．国立大学法人評価の評価結果を全学

にフィードバックするとともに、次年度の年度
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る。部局の評価結果等についてはホームペ

ージ等を通じて公表する。 

計画の立案に活用する。 

 また、部局評価の結果を各部局にフィードバ

ックし、引き続き評価結果に基づく予算配分を

実施する。 

 また、計画評価オフィスは各部局に意見照会

を行い、提出された意見を基に評価結果に基づ

く予算配分の仕組みについて改善のための検

討を行う。 

２ 広報に関する目標 ２ 広報に関する目標を達成するための措置 

23．社会と向き合う戦略的な広報を展開して、

大阪大学の認知度を国内外で高める。 

23－１．本学のブランド力や知名度をより向

上させるため、教育・研究・社会貢献など

の大学の諸活動に関する情報発信を国内

外向けに行う。さらに、英文ホームページ

を中心とした多言語ホームページの拡充

等を通じて積極的な海外への広報活動を

展開する。 

23－１－１．平成 29 年度に策定した「大阪大学

広報戦略」に基づく共通認識のもと、本学の広

報活動を戦略的・統合的・有機的に実施する。

特に、本学構成員を含めたステークホルダーを

意識した活動を強化することとし、大阪大学広

報企画本部を中心に本学のブランディングを

推進する。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

24．地球環境に配慮し地域・社会と共生する

安心・安全なキャンパスを整えつつ、教育

研究における世界最高水準のグローバル・

イノベーション拠点の実現を目指す。 

24－１．教育研究環境等の改善及び機能を強

化し、防災機能を高めつつ、グローバル化

を促進するため、種々の整備手法などを活

用する。進行中の「施設等の建設、維持管

理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用する PFI（Private Finance 

Initiative）事業」を確実に推進するとと

もに、グローバルな視点からの宿舎再編整

備等において PFI事業を推進する。 

24－１－１．教育研究環境等の改善及び機能を強

化し、防災機能を高めつつ、グローバル化を促

進するため、種々の整備手法などを活用して整

備を進める。 

24－１－２．進行中の PFI 事業（（吹田）研究棟

改修（工学系）施設整備等事業）を確実に推進

するとともに、グローバルな視点からの宿舎再

編整備等において、PFI事業を推進する。 

24－２．世界的拠点として魅力ある教育研究

環境を構築するため、長期的視野に立った

24－２－１．キャンパスマスタープランに基づ

き、街路の継続的な補修など、安心して移動や
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キャンパスマスタープランのもと、地球環

境に配慮し地域・社会と共生する安心・安

全なキャンパス環境の整備を進める。ま

た、近隣自治体と連携して、キャンパスの

整備を進める。 

利用ができるキャンパス交通環境の整備を進

める。 

24－２－２．キャンパスマスタープランに基づ

き、構成員や周辺住民にとって魅力あるキャン

パス環境を形成するため、キャンパスアメニテ

ィーの充実を進めるとともに、箕面新キャンパ

ス移転に向けた整備を進める。 

24－３．効率的なスペースの運用・再配分を

行うため、全学的・戦略的な観点から施設

の有効利用に関する点検・評価を実施す

る。 

24－３－１．整備完了後の施設について、施設の

使⽤状況に関して、実地調査を伴う施設の点検

調査を実施する。 

箕⾯キャンパスの共⽤スペースの運用を行

う。 

 全学の講義室の稼働率について調査を実施

する。 

24－４．既存施設の長寿命化のため定期的な

劣化状況の把握等を行い、独自の予算措置

のもとに計画的な施設老朽化対策を実施

するとともに、省エネルギーに資する効率

化・合理化を行う。 

24－４－１．維持保全マニュアルに基づき、適切

な維持保全を行うとともに、施設老朽化対策に

より緊急性、必要性の高い建物の改修、建築設

備の更新等を実施する。 

24－４－２．省エネルギーの実施状況等の調査・

分析を行い、効率的な省エネルギー対策を検討

する。 

省エネ推進会議を開催し、全学的な省エネル

ギー活動を推進する。 

平成 29 年度の省エネ取組効果を踏まえ、平

成 30年度の省エネ計画を策定する。 

２ リスク管理に関する目標 ２ リスク管理に関する目標を達成するための措置 

25．全学的なリスク管理体制のもと、危機管

理意識の高い教育研究環境を構築する。 

25－１．危機管理意識の高い教育研究環境を

構築するため、大学のリスクについて点検

25－１－１．危機管理意識の高い教育研究環境を

構築するために、各部局から安全衛生管理部に
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し、情報を一元管理する。 提出された事故連絡票や学内巡視から得た情

報を基に各関連部署と連携して学内のリスク

について点検し、その情報について、各事業場

の安全衛生委員会等を通じて大学内で情報共

有する。 

25－２．実験・研究は、労働安全衛生法に基

づく作業環境測定、安全衛生巡視、教職員

健康管理など法令等に基づき厳正な安全

衛生管理のもとで行うとともに、実験廃液

の処理、薬品管理支援システムを運用する

など環境を保全する。 

25－２－１．実験・研究の安全衛生管理の推進の

ための作業環境測定を継続的に実施し、該当部

局への問題点の指摘及び解決方法の示唆、各事

業場の安全衛生委員会での報告・議論を通じ

て、法令に基づいた各部局の安全衛生管理・環

境保全対策にフィードバックする。 

25－２－２．適正な実験・研究環境の維持のため

の安全衛生巡視を継続的に実施し、各部局の安

全衛生管理・環境保全の向上について引き続き

指導・助言を行う。 

25－３．学生・教職員の危機管理意識を高め

るため、リスク管理・安全衛生管理・環境

保全に関する講習会を開催するなど効果

的なリスク管理教育を実施する。 

25－３－１．リスク管理担当理事及び安全衛生管

理部において、リスク管理・安全衛生管理・環

境保全に関する全学的な教育・講習を継続的に

実施する。各種講習会の開催や刊行物の作成に

あたっては、必要に応じて安全衛生管理部へ連

絡のあった事故情報等を加えた内容の見直し

を行い、教育効果の向上を図る。また、受講者

の増加を図るために各事業場の安全衛生委員

会での周知やポスターの掲示等を行う。 

25－４．学生・教職員のこころの健康づくり

を推進するため、相談や診療、復職支援等

を実施するとともに、監督的立場にある教

職員に対する研修会を開催することによ

り、メンタルヘルスケアを積極的に行う。

また、研修の実施や啓発リーフレットの配

25－４－１．学生・教職員のこころの健康づくり

を推進するために、キャンパスライフ健康支援

センター（保健管理部門）の精神科医を中心に、

メンタルヘルスケアに係る診療・相談・復職支

援を実施し、必要に応じ、同センター相談支援

部門と連携する。 
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布、ポスター掲示等、多様なアプローチに

よる啓発活動をし、ハラスメントの防止対

策を徹底する。 

25－４－２．キャンパスライフ健康支援センター

（保健管理部門）において、職員健康診断の

WEB 予約と連動してストレスチェックを実施

し、高ストレス者に対しては面談を行う。また、

分析結果を各部局等に提供し、教職員のメンタ

ルヘルス不調の未然防止を目指す。 

25－４－３．教職員の理解を高めるために、各部

局を対象にメンタルヘルス研究会を実施する。

また、安全衛生管理部と協力して、管理監督の

立場にある教職員を対象にメンタルヘルス講

習会を実施する。 

25－４－４．ハラスメント防止のための研修等を

実施し、予防啓発に努めつつ、新たに導入した

啓発方法（ハラスメント意識チェック（eラー

ニング））について引き続き実施する。 

３ 法令遵守等に関する目標 ３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

26．国民からの期待に応え、信頼される大学

として、社会の要請や課題に対応しつつ、

法令を遵守し、適正な大学運営を行う。 

26－１．公的研究費の不正使用を起こさない

という決意を持ち、公的研究費の適正な執

行管理を徹底するため、全学的な公的研究

費の不正使用防止に関する責任体系のも

とで、適正な運営及び管理のための環境整

備、教職員の意識向上に向けコンプライア

ンス教育を実施する。 

26－１－１．各部局の再発防止策の実施状況をフ

ォローアップし、再発防止策の継続的な実施を

促すなど、公的研究費の不正使用防止のための

取組を実施する。 

26－１－２．公的研究費に携わる教職員・院生等

の不正使用防止への意識向上に向け、広報誌の

発行やリーフレットの配付及びコンプライア

ンス教育を実施する。また、適正な運営及び管

理のための環境整備として、コンプライアンス

教材を強化する。 

26－２．研究者等に求められる倫理規範を修

得させるため、教員・学生を対象とした研

究活動における不正行為を防止するため

の倫理教育等を実施する。 

26－２－１．各部局の研究倫理教育責任者が中心

となり、研究分野の特性に応じた研究倫理教育

を実施する。 
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26－３．本学の有する情報資産の保護及び活

用のため、大阪大学情報セキュリティポリ

シー及び対策基準を遵守し、情報セキュリ

ティを確保する。 

26－３－１．情報セキュリティの意識向上を図る

ため、講習会の開催及び e-learning による意

識チェックを実施する。 

26－３－２．情報セキュリティ確保に係る評価指

標及び評価手法により、評価を実施する。 
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